
一

要
旨

一

【
翻
訳
】

史
瞥
の
番
式
に
つ
い
て
、
年
・
季
・
月
・
日
の
順
に
こ
れ
ら
を
明
記
す
る
の
が
『
春
秋
』
以
来
の
正
則
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
『
史
記
』

な
ら
び
に
『
楚
誹
』
二
番
の
記
述
に
則
し
て
弁
証
し
よ
う
と
す
る
。

【
本
文
】
時
繋
年
、
此
史
家
之
常
法
也
、
史
記
伍
子
腎
偲
、
己
卯
楚
昭
王

自
春
秋
以
下
、
紀
載
之
文
、
必
以
日
繋
月
、
以
月
繋
時
、
以
出
奔
、
庚
辰
呉
王
入
那
、
則
不
月
而
日
、
刺
客
博
、
四
月
丙
子
、

願
炎
武
在
干
迄
一
条
画

小
〈
常
法
（
定
例
）
〉
・
所
一

保
持
〈
常
法
〉
来
着
呪
。

の
巨
毒
昌
冒
（
願
炎
武
）
言
且
言
の
貢
＆
ご
言
の
め
①
の
①
具
の
。
８
の
》
司
言
。
①
め
ｑ
－
ｇ
ｇ
ｏ
雪
言
ゴ
重
Ｏ
ｑ
ｇ
ｏ
云
．
吾
呂
答
ｍ
国
＆
局

｛
『
ｏ
ョ
。
①
印
９
言
。
、
芽
の
忌
冨
三
号
。
具
｛
塁
、
一
⑦
胃
一
員
の
当
の
蔚
昌
蝕
一
ョ
①
号
且
奇
◎
ョ
（
〉
言
誌
墨
曽
（
春
秋
）
．
自
亘
の
色
⑦
篇
且
巴
①
ぐ
ｇ

ヨ
（
）
言
．
房
鳶
（
楚
誹
）
◎
二
言
呂
冒
亘
○
胃
四
℃
ご
・
ｏ
｛
８
胃
、
の
言
望
琴
○
萱
（
史
記
）
○
津
言
ご
ｍ
ｇ
ｑ
ｇ
ｏ
天
．

キ
ー
ワ
ー
ド
：
史
家
之
常
法
史
家
之
饗
例

春
秋
楚
群
史
記

巻
二
十
、
第
六
条
、
古
人
必
以
日
月
繋
年
（
Ⅱ
古
人
は
年
月
日
を
必
記
し
た
）

『
日
知
録
」
抄
註
釈
〔
第
二
回
〕

条
里
主
誰
如
下
；
凡
是
厨
史
お
上
妃
載
文
必
定
把
月
日
朕
年
肘
（
季
）
鐙
上
的
。
迭
就
是
肌
『
春
秋
』
以
来
史
家
的
－

０

所
以
，
司
弓
迂
的
『
史
妃
』
用
〈
変
例
〉
而
守
抄
那
小
〈
常
法
〉
・
通
有
『
楚
辞
』
高
騒
，
迭
篇
自
侍
文
学
作
品
，
也

宮
内
保
。

大
橋
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光
伏
甲
士
紗
窟
室
中
、
則
不
年
而
月
、
史
家
之
愛
例
也
、
蓋
二

事
己
見
齢
呉
楚
二
世
家
、
故
其
文
従
省
、

楚
辞
、
織
提
貞
子
孟
阪
号
、
維
庚
寅
吾
以
降
、
撮
提
歳
也
、

孟
阪
月
也
、
庚
寅
日
也
、
屈
子
以
寅
年
寅
月
寅
日
生
、
王
逸
章

句
日
、
太
歳
在
寅
日
織
提
格
、
孟
始
也
、
正
月
為
阪
、
言
己
以

太
歳
在
寅
正
月
始
春
庚
寅
之
日
、
下
母
之
篭
而
生
是
也
、
或
謂

織
提
星
名
、
天
官
書
、
所
謂
直
斗
杓
所
指
以
建
時
節
者
、
非
也
、

宣
有
自
述
其
世
系
生
辰
、
乃
不
言
年
、
而
止
言
月
日
者
哉
、

【
原
注
】

長
洲
文
待
詔
徴
明
、
以
庚
寅
歳
生
、
刻
一
印
章
日
、
維
庚
寅

吾
以
降
、
意
謂
興
屈
大
夫
同
年
、
非
也
、
屈
子
之
云
庚
寅
者

日
也
、
使
以
歳
言
、
無
論
古
人
不
以
甲
子
名
歳
、
且
使
屈
子

生
船
庚
寅
、
至
楚
懐
王
被
執
総
秦
壬
戊
之
歳
、
年
僅
三
十
有

三
、
何
以
云
、
老
存
脅
其
将
至
乎
、

【
補
注
】

○
古
人
必
以
日
月
繋
年
本
書
本
巻
（
巻
一
一
十
）
の
第
二
条

「
古
人
不
以
甲
子
名
歳
（
Ⅱ
古
人
は
、
甲
子
す
な
わ
ち
十
干
十

二
支
で
年
歳
を
呼
ぶ
こ
と
を
し
な
か
っ
た
）
」
全
九
則
の
う

ち
の
第
七
則
に
も
、
「
史
家
之
文
必
以
日
繋
月
、
以
月
繋
年
（
Ⅱ

つ
な

歴
史
家
の
文
章
で
は
必
ず
口
凹
を
月
に
繋
げ
、
月
を
年
に
繋
げ

る
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
年
月
日
に
更
に
「
時
」
す

な
わ
ち
時
節
（
四
時
）
を
加
え
て
、
こ
れ
ら
を
順
序
正
し
く
配

列
し
て
お
く
の
こ
そ
史
書
に
お
け
る
「
常
法
」
す
な
わ
ち
正

調
な
の
で
あ
る
、
と
言
う
。

が
か

歴
史
書
の
書
式
に
係
る
こ
う
Ｉ
し
た
考
え
方
は
、
従
来
よ
く

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
早
く
菅
の
杜
預
（
一
一
一
三
’
一
一
八
四
）
に

よ
っ
て
明
示
さ
れ
た
の
を
噛
矢
と
す
る
。
即
ち
そ
の
『
春
秋

左
氏
偲
集
解
』
序
に
言
う
、
「
春
秋
者
、
魯
史
記
之
名
也
、
記

事
者
、
以
事
繋
日
、
以
日
繋
月
、
以
月
繋
時
、
以
時
繋
年
、

所
以
紀
遠
近
別
同
異
也
、
故
史
之
所
記
、
必
表
年
以
首
事
（
Ⅱ

春
秋
と
は
、
魯
国
の
史
書
の
名
で
あ
る
。
史
的
な
記
事
を
叙

述
す
る
に
は
、
事
柄
の
前
に
そ
の
日
を
明
示
し
、
日
の
前
に

月
を
明
示
し
、
月
の
前
に
春
夏
秋
冬
の
時
節
を
明
示
す
る
。

こ
う
す
る
こ
と
で
事
件
の
前
後
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
事
件

相
互
の
性
格
の
違
い
が
区
別
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
史
書
に
お
け
る
記
述
の
順
序
は
、
年
を
冒
頭
に
掲
げ

て
次
に
時
節
を
、
そ
う
し
て
次
に
は
月
を
、
最
後
に
日
を
と

い
う
風
に
紀
し
て
い
く
の
で
あ
る
）
」
と
。

『
春
秋
』
が
も
と
も
と
「
魯
の
史
記
」
す
な
わ
ち
魯
国
の
史
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官
た
ち
の
手
に
成
っ
た
年
代
記
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
年
時
月

日
を
欠
か
せ
な
い
の
は
当
り
ま
え
の
こ
と
、
と
人
は
あ
る
い

は
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
忘
れ
て
な
ら
な
い

の
は
中
国
歴
代
史
学
の
あ
り
よ
う
の
こ
と
で
あ
る
．
ｌ
元

来
が
魯
の
年
代
記
に
す
ぎ
な
か
っ
た
書
（
春
秋
）
を
、
た
と
え

ば
「
微
言
大
義
」
の
名
の
も
と
に
、
「
王
道
」
の
何
た
る
か
を

説
く
の
書
に
ま
で
格
上
げ
し
、
あ
ま
つ
さ
え
「
王
道
」
政
治

を
あ
た
か
も
実
現
可
能
な
政
体
で
で
も
あ
る
か
の
如
く
人
々

に
信
じ
こ
ま
せ
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
い
わ
ゆ
る
春
秋
学
の

悪
戦
苦
闘
の
歴
史
の
実
体
で
は
な
か
っ
た
か
。

他
方
た
と
え
ば
、
こ
の
事
件
は
何
年
の
何
月
何
日
に
起
っ

た
と
い
っ
た
具
合
に
時
間
を
特
定
し
た
形
で
の
説
明
が
行
わ

れ
た
時
、
人
は
い
と
も
簡
単
に
そ
の
事
件
な
る
も
の
を
事
実

と
し
て
受
け
入
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
．
Ｉ
し
て
み
れ
ば
、

こ
の
時
間
の
特
定
と
か
の
春
秋
学
と
、
そ
れ
ら
を
遂
行
す
る

心
理
は
軌
を
一
に
し
て
い
よ
う
。

と
と
の
の
せ

○
紀
載
之
文
「
紀
載
」
と
は
、
文
字
通
り
「
紀
へ
て
載
る
」

こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
「
紀
載
之
文
」
と
も
な
れ
ば
歴
史
や

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ

報
告
の
文
章
が
代
表
す
る
所
の
、
事
実
を
整
理
し
伝
達
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
記
録
性
の
か
つ
た
文
章
、
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
事
柄
は
さ
ほ
ど
に
単
純
で

も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
後
漢
の
王
充
三
七
’
一
○

一
？
）
は
『
論
衡
』
須
煩
篇
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
「
古
之
帝
王
建
鴻
徳
者
、
須
鴻
筆
之
臣
褒
煩
紀
載
、
鴻
徳

乃
彰
、
菖
世
乃
聞
（
Ⅱ
い
に
し
え
の
帝
王
で
大
い
な
る
徳
を
立

て
た
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
っ
て
も
、
卓
越
し
た
文
章
家
に
よ

る
賛
美
と
紀
載
と
を
ま
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
徳
が
現
世
の

光
を
浴
び
、
後
代
へ
と
伝
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
）
」
と
い
う
の
が
王
充
に
よ
る
「
紀
載
」
論
の
要
諦
で
あ
っ

て
、
そ
の
価
値
は
今
日
も
な
お
減
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
す

な
わ
ち
、
「
紀
載
」
は
「
褒
頒
」
と
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
善

行
を
積
ん
だ
人
々
を
「
彰
・
聞
」
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し

か
ら
ぱ
、
も
し
「
誹
穀
」
と
結
べ
ば
ど
う
な
る
か
。
世
の
悪

人
ぱ
ら
を
徹
底
し
て
糾
弾
で
き
る
で
は
な
い
か
。
さ
よ
う
、

中
国
に
お
い
て
は
永
遠
の
価
値
と
も
謂
う
べ
き
「
勧
善
懲

悪
」
、
こ
れ
こ
そ
が
、
願
炎
武
の
場
合
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ

の
「
紀
載
之
文
」
の
目
指
す
所
だ
っ
た
に
相
違
な
い
．

こ
の
よ
う
に
看
て
く
れ
ば
、
「
以
日
月
繋
年
」
と
い
う
標
題

と
本
文
冒
頭
の
こ
の
「
自
春
秋
以
下
、
紀
載
之
文
」
と
の
対

鋪
レ
ミ
ッ
ク

応
は
ま
さ
に
絶
妙
と
評
す
べ
く
、
い
か
に
も
巧
妙
な
論
客
と

鋤
鋤
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し
て
の
願
炎
武
の
面
目
を
存
分
に
う
か
が
わ
せ
る
措
辞
で
は

な
い
か
。

○
史
妃
伍
子
青
博
…
…
以
下
、
『
史
記
』
の
世
家
と
列
伝
と

を
挙
例
と
し
つ
つ
、
一
見
、
「
史
家
に
と
っ
て
の
常
法
」
が
遵

守
さ
れ
て
い
な
い
か
に
思
え
る
記
述
、
そ
れ
の
も
つ
意
味
合

い
に
つ
い
て
の
論
を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
同
一
書
〉
の

な
か
で
前
に
同
じ
史
実
を
記
し
て
い
れ
ば
、
二
度
目
の
記
事

は
年
や
月
を
省
略
す
る
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
願
炎
武

の
見
解
で
あ
り
、
彼
は
こ
の
種
の
例
外
を
「
史
家
に
と
っ
て

の
変
例
」
と
称
す
る
。

た
と
え
ば
、
〈
伍
子
青
博
〉
の
「
己
卯
、
楚
昭
王
出
奔
、
庚

辰
、
呉
王
入
郭
（
Ⅱ
己
卯
の
日
、
楚
の
昭
王
が
出
奔
し
、
庚
辰

の
日
、
呉
王
（
Ⅱ
間
間
）
が
楚
都
の
郭
に
入
城
さ
れ
た
）
」
と
い

う
記
事
は
「
不
月
而
日
（
Ⅱ
月
を
省
略
し
て
、
日
か
ら
記
述
を

は
じ
め
る
）
」
例
で
あ
る
、
と
言
う
。
月
を
欠
い
た
の
は
こ
の

同
じ
事
件
が
先
行
の
〈
世
家
〉
に
す
で
に
取
り
上
げ
て
あ
る

か
ら
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
〈
楚
世
家
〉
に
あ
っ

て
は
「
〔
昭
王
〕
十
年
冬
…
…
己
卯
、
昭
王
出
奔
、
庚
辰
、
呉
人

入
郎
」
と
記
述
さ
れ
て
い
て
、
年
と
時
（
季
節
）
と
は
備
わ
っ

て
い
る
も
の
の
、
月
の
表
示
は
な
い
。
つ
ま
り
、
先
行
の
〈
世

家
〉
が
月
を
記
入
し
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
後
続
の
〈
側
〉

に
あ
っ
て
も
こ
れ
を
欠
い
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
読
者
は

そ
れ
故
、
〈
楚
世
家
〉
の
こ
の
箇
所
に
対
す
る
『
史
記
集
解
』

の
注
記
「
春
秋
云
、
十
一
月
庚
辰
」
云
々
に
よ
っ
て
辛
う
じ

て
、
こ
の
事
件
が
楚
の
昭
王
の
十
年
冬
十
一
月
の
己
卯
の
日

に
起
こ
っ
た
、
と
知
る
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
こ
こ
で

の
〈
世
家
〉
〈
列
偲
〉
の
関
係
は
顧
炎
武
が
主
張
す
る
よ
う
な

意
味
で
の
「
史
家
之
愛
例
」
な
ど
と
は
無
縁
で
あ
ろ
う
、
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

次
に
〈
刺
客
列
博
〉
中
の
専
諸
に
係
る
記
事
は
、
「
四
月
丙

子
、
光
伏
甲
士
紗
窟
室
中
（
Ⅱ
四
月
丙
の
日
、
公
子
の
光
（
の

ち
の
間
間
）
は
武
装
し
た
兵
士
ど
も
を
地
下
室
に
潜
ま
せ
て

お
き
）
」
と
年
お
よ
び
時
Ｔ
季
節
）
を
欠
く
。
そ
の
同
じ
事
件

が
先
行
の
〈
呉
太
伯
世
家
〉
に
も
、
「
〔
王
僚
〕
十
三
年
…
…

四
月
丙
子
、
光
伏
甲
士
紗
窟
室
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
〈
博
〉
で
は
い
か
に
も
年
と
時
Ｔ
季
節
）
と
を
欠
い
て

い
る
が
、
う
ち
年
に
つ
い
て
は
、
先
行
の
〈
世
家
〉
で
「
十

三
年
」
と
明
記
し
て
あ
る
。
だ
か
ら
、
〈
側
〉
に
あ
っ
て
は
年

を
省
筆
に
従
っ
た
ま
で
の
こ
と
、
と
い
う
の
が
願
炎
武
の
見

解
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ｌ
〈
刺
客
列
偲
〉
の
こ
の
箇
所
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に
対
す
る
『
史
記
索
隠
』
の
注
記
は
言
う
、
「
僚
之
十
二
年
夏

也
、
呉
系
家
以
為
十
三
年
、
非
也
、
左
氏
経
博
唯
言
夏
四
月
、

…
…
此
偲
構
丙
子
、
堂
有
所
擦
、
不
知
出
何
書
（
Ⅱ
こ
れ
は
僚

王
の
十
二
年
に
起
こ
っ
た
事
件
で
あ
っ
て
、
〈
呉
太
伯
世
家
〉

が
十
三
年
と
し
て
い
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
『
春
秋
左
氏

博
』
で
は
経
文
・
伝
文
と
も
に
「
夏
四
月
」
と
だ
け
記
し
て

い
る
。
…
…
こ
の
〈
僻
〉
が
「
丙
子
」
と
（
日
を
特
定
）
し
て
い

る
の
は
、
き
っ
と
拠
り
処
あ
っ
て
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
が
、

そ
の
出
典
に
つ
い
て
は
詳
か
に
し
な
い
）
」
と
。

以
上
の
よ
う
に
看
て
く
れ
ば
、
願
炎
武
の
い
わ
ゆ
る
「
愛

例
」
の
概
念
は
は
か
な
り
怪
し
く
な
っ
て
く
る
。

○
擬
提
貞
子
孟
陣
号
、
維
庚
寅
吾
以
降
こ
と
わ
る
ま
で
も

な
く
、
『
楚
鮮
』
離
騒
の
冒
頭
部
、
「
帝
高
陽
之
苗
商
号
、
朕

皇
考
日
伯
庸
」
に
継
ぐ
第
三
・
四
句
で
あ
る
。
次
項
で
詳
解

す
る
よ
う
に
、
後
漢
の
王
逸
（
九
○
？
’
一
四
五
？
）
の
『
楚
辞

章
句
』
以
来
、
こ
の
両
句
は
屈
原
の
生
年
月
日
を
表
明
し
た

も
の
、
と
解
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
願
炎
武
の
注
文
通
り

と
い
う
わ
け
で
あ
り
、
さ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
通
説
を
踏
ま

え
て
、
「
古
人
必
以
日
月
繋
年
」
な
る
「
史
家
の
常
法
」
の
証

左
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

○
擬
提
歳
也
、
孟
阪
月
也
、
庚
寅
日
也
王
逸
の
『
楚
辞
章

句
』
巻
一
に
、
「
太
歳
在
寅
日
撮
提
格
、
孟
始
也
、
貞
正
也
、

子
紗
也
、
正
月
為
阪
、
庚
寅
日
也
、
降
下
也
（
Ⅱ
太
歳
す
な
わ

ち
木
星
が
寅
す
な
わ
ち
東
北
東
に
現
れ
る
（
年
の
こ
と
）
を
撮

提
格
と
言
う
。
孟
は
始
（
も
の
ご
と
の
は
じ
め
）
で
あ
り
、
貞

は
正
（
真
っ
直
ぐ
た
だ
し
い
）
で
あ
り
、
子
は
紗
（
～
の
ほ
う

へ
）
で
あ
る
。
正
月
の
こ
と
を
賑
と
い
い
、
庚
寅
は
日
（
日
づ

け
）
で
あ
り
、
降
は
下
（
く
だ
り
う
ま
れ
る
）
で
あ
る
）
」
云
云
と

あ
る
。
す
な
わ
ち
「
織
提
貞
子
孟
阪
号
、
維
庚
寅
吾
以
下
」

と
は
、
〈
寅
の
年
・
寅
の
月
・
寅
の
日
と
い
う
、
あ
る
種
の
運

に
な

う
ま

命
的
な
避
遁
を
以
っ
て
吾
は
下
れ
た
〉
と
の
意
味
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
解
釈
の
生
じ
た
源
泉
が
『
爾
雅
』
稗

天
の
歳
陽
に
「
太
歳
在
寅
日
織
提
格
（
太
歳
寅
に
在
る
を
撮

提
格
と
日
ふ
）
」
と
言
う
あ
た
り
に
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
周

知
の
事
柄
に
属
す
る
わ
け
で
、
王
注
を
読
む
か
ぎ
り
、
こ
こ

で
の
「
撮
提
」
は
「
織
提
格
」
と
同
義
と
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
他
方
た
と
え
ば
『
史
記
』
天
官
書
は
「
撮

提
者
、
直
斗
杓
所
指
、
以
建
時
節
、
故
日
撮
提
格
（
Ⅱ
織
提
と

は
か

は
、
北
斗
七
星
の
斗
杓
部
分
が
指
し
示
す
恒
星
を
直
っ
て
、

時
節
（
こ
こ
で
は
正
月
）
が
判
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
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こ
の
状
態
（
新
年
の
訪
れ
）
を
織
提
格
と
よ
ぶ
の
で
あ
る
）
」
と

言
い
、
さ
ら
に
「
歳
星
一
日
撮
提
、
日
重
華
、
日
感
星
、
日

紀
星
（
Ⅱ
歳
星
す
な
わ
ち
木
星
は
別
名
を
撮
提
と
い
い
、
重

華
・
晦
星
・
紀
星
と
い
う
）
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
要
す
る

に
、
『
史
記
』
天
官
書
に
お
け
る
「
撮
提
」
と
は
惑
星
た
る
歳

星
（
木
星
）
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
つ
注
意
す
べ
き
は
、

『
楚
群
章
句
』
の
場
合
と
違
っ
て
「
織
提
」
と
「
撮
提
格
」
と

を
同
一
視
す
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
司
馬
貞
『
史
記
索
隠
』
は
、
天
官
書
の
「
以
織
提
格
歳
、

歳
陰
左
行
在
寅
、
歳
星
右
縛
居
丑
（
Ⅱ
擬
提
格
の
歳
す
な
わ
ち

寅
年
に
は
、
歳
陰
は
天
球
を
左
回
り
し
て
寅
に
在
り
、
歳
星

は
右
周
り
し
て
丑
に
居
る
）
」
と
い
う
本
文
に
対
し
て
、
「
太
歳

在
寅
、
歳
星
正
月
農
出
東
方
、
案
爾
雅
、
歳
在
寅
篤
撮
提
格
、

李
巡
云
、
言
寓
物
承
陽
起
、
故
日
掻
提
格
、
格
起
也
（
Ⅱ
太
歳

が
寅
に
在
る
、
と
い
う
の
は
歳
星
が
正
月
元
旦
の
東
の
空
に

現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
爾
雅
』
を
縮
け
ば
〈
歳
星
が

寅
に
在
る
の
を
撮
提
格
と
日
う
〉
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
李
巡
は
こ
う
言
っ
て
い
る
、
〈
万
物
は
陽
の
気
に
感
じ
て
発

動
す
る
わ
け
で
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
「
撮
提
格
」

と
い
う
名
称
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「
格
」
と
い
う
の
は
「
起
」

の
意
味
な
の
で
あ
る
〉
と
）
」
と
注
し
て
い
る
。

本
来
な
ら
ば
こ
こ
で
先
引
の
「
歳
陰
左
行
在
寅
、
歳
星
右

縛
居
丑
」
に
つ
い
て
、
そ
の
「
歳
陰
」
「
歳
星
」
の
う
ち
特
に

「
歳
陰
」
の
概
念
を
、
ま
た
、
こ
れ
と
先
の
「
歳
陽
」
と
の
関

わ
り
を
明
確
に
し
て
お
く
べ
き
な
の
だ
が
、
今
は
議
論
が
い

た
づ
ら
に
煩
雑
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
省
筆
に
従
う
。

と
ま
れ
、
「
織
提
」
「
撮
提
格
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
や
や
厄

介
な
天
文
学
上
の
論
議
が
そ
の
背
景
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
わ
け
て
も
漢
代
に
入
っ
て
か
ら

の
天
文
学
が
急
速
な
進
歩
発
展
を
遂
げ
た
こ
と
、
そ
れ
へ
の

十
分
な
知
識
を
蓄
え
た
う
え
で
の
考
察
が
こ
の
際
の
き
わ
め

て
重
要
な
関
鍵
と
な
る
筈
で
あ
る
。
前
漢
の
司
馬
遷
・
後
漢

の
王
逸
の
い
づ
れ
に
対
し
て
も
、
軽
々
に
は
賛
否
を
表
明
し

か
ね
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
因
に
、
天
文
暦
数
に
通
暁
し

た
過
去
の
大
儒
た
ち
の
見
解
を
伺
う
に
、
た
と
え
ば
南
宋
の

朱
嘉
『
楚
群
集
註
』
に
お
け
る
「
撮
提
」
「
撮
提
格
」
の
解
釈

は
『
史
記
』
の
系
統
を
踏
襲
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
清
代

乾
嘉
期
の
戴
震
『
屈
原
賦
注
』
に
お
け
る
そ
れ
は
王
逸
・
顧

炎
武
の
系
統
に
傾
い
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

○
或
謂
撮
提
星
名
、
天
官
書
所
謂
・
・
…
。
、
非
也
前
項
で
見
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て
お
い
た
よ
う
に
『
史
記
』
天
官
書
で
は
明
確
に
「
歳
星
一

日
播
提
」
云
云
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
『
史
記
正
義
』
に
も
、

「
織
提
六
星
、
爽
大
角
、
大
臣
之
像
、
恒
直
斗
杓
所
指
、
紀
八

節
、
察
寓
事
者
也
」
と
恒
星
の
名
と
し
て
の
「
織
提
」
に
関

す
る
詳
細
な
解
説
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
説
に
従
え
ば
、
「
撮
提
」

を
も
っ
て
時
間
と
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
、
ま
し
て
屈
原

の
生
誕
日
時
の
説
明
は
い
っ
そ
う
解
し
難
く
な
る
。
さ
よ
う
、

こ
こ
は
「
撮
提
」
と
「
織
提
格
」
と
を
同
一
視
す
る
か
峻
別

す
る
か
と
い
う
重
要
な
分
岐
点
な
の
だ
が
、
い
ま
願
炎
武
は

「
非
也
、
登
有
…
．
：
、
乃
不
言
年
、
而
止
言
月
日
者
哉
（
Ⅱ
天

官
書
の
所
説
は
事
実
（
先
秦
時
代
の
天
文
の
知
識
）
を
踏
ま
え

て
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
家
系
や
自
身
の
出
生
を
自
己
紹

介
す
る
に
あ
た
っ
て
、
年
時
に
言
及
し
な
い
で
月
日
の
こ
と

だ
け
を
言
う
な
ど
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
）
」
と
言
う
。

こ
の
あ
た
り
の
論
述
、
沈
着
で
あ
る
か
に
見
え
て
、
実
は
か

な
り
感
情
的
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
さ
れ
ば
、
こ
こ
の
議

論
に
対
し
て
は
、
以
下
の
【
原
注
】
に
お
け
る
そ
れ
に
対
す

る
場
合
を
含
め
て
、
よ
ほ
ど
に
慎
重
な
態
度
で
臨
む
必
要
が

あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
顧
炎
武
の
議
論
に
一
種
の
偏
執
な

い
し
際
ど
さ
ば
か
り
を
感
ず
る
結
果
と
も
な
り
か
ね
ま
い
。

○
長
洲
文
待
詔
徴
明
文
徴
明
二
四
七
○
’
一
五
五
九
）
は

蘇
州
長
洲
の
人
。
五
十
歳
を
過
ぎ
て
は
じ
め
て
翰
林
院
待
詔

に
拝
さ
れ
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
文
待
詔
と
愛
称
さ
れ
た
。

明
の
正
徳
・
嘉
靖
年
間
を
代
表
す
る
詩
人
で
あ
り
文
人
画
家

で
あ
り
、
要
す
る
に
当
代
の
風
流
人
士
と
し
て
聞
え
た
。
沈

周
・
唐
寅
・
仇
英
ら
と
と
も
に
呉
派
画
壇
の
重
鎮
で
、
四
大

家
と
評
さ
れ
、
ま
た
唐
寅
・
祝
允
明
・
徐
禎
卿
と
い
っ
た
や

や
圭
角
あ
る
人
々
と
あ
わ
せ
て
呉
中
四
才
子
と
呼
ば
れ
も
し

た
。
そ
の
画
風
・
詩
風
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
酒
脱
で
あ
り
な

が
ら
、
実
に
繊
細
な
表
現
に
富
む
。
享
年
九
十
歳
と
い
う
、

こ
の
時
代
と
し
て
は
異
例
な
長
寿
を
も
っ
て
終
っ
た
。

○
刻
一
印
章
日
維
庚
寅
吾
以
降
文
徴
明
は
、
自
身
が
成
化

六
年
二
四
七
○
年
）
す
な
わ
ち
庚
寅
の
年
に
生
ま
れ
た
所
か

ら
、
庚
寅
の
日
を
出
生
日
と
さ
れ
る
屈
原
に
対
し
て
特
別
な

親
近
感
を
も
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
維
庚
寅
吾
以
降
」
と

の
〈
離
騒
〉
の
一
句
を
わ
ざ
わ
ざ
刻
印
し
、
こ
れ
を
自
作
の

書
画
幅
の
款
と
し
て
さ
か
ん
に
用
い
て
い
た
ら
し
い
。
現
に

た
と
え
ば
「
蘭
亭
序
巻
」
「
新
寒
詩
」
な
ど
の
書
幅
に
も
、
そ

の
豪
刻
に
よ
る
爾
漉
な
落
款
が
認
め
ら
れ
る
。

文
徴
明
の
か
よ
う
な
行
為
は
、
屈
原
に
対
す
る
純
な
畏
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敬
・
私
淑
の
情
に
出
る
も
の
で
あ
り
、
何
か
特
別
な
意
図
が

あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
こ

に
、
後
生
の
奇
矯
な
厳
格
主
義
者
顧
炎
武
は
、
「
維
庚
寅
吾
以

降
」
と
麗
々
し
く
彫
刻
し
た
印
章
を
落
款
す
る
得
意
然
た
る

態
度
に
、
す
で
に
不
純
な
も
の
を
喚
ぎ
と
っ
た
ら
し
い
。
【
原

注
】
に
見
ら
れ
る
以
下
の
議
論
は
、
少
し
く
小
児
的
な
過
剰

反
応
と
の
印
象
を
免
れ
な
い
。

○
無
論
古
人
不
以
甲
子
名
歳
こ
の
こ
と
に
関
す
る
議
論
は
、

前
述
の
本
書
巻
二
十
第
二
条
「
古
人
不
以
甲
子
名
歳
」
全
九

則
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
文
徴
明
が
自
ら
の
出

生
を
屈
原
の
そ
れ
に
準
拠
し
て
得
意
が
っ
た
「
無
学
」
ぶ
り

を
難
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
顧
炎
武

の
論
難
は
蓋
し
こ
う
で
あ
る
、
１
文
徴
明
が
同
じ
く
庚
寅

の
生
ま
れ
で
あ
る
と
は
言
っ
て
も
、
か
の
屈
原
は
寅
年
寅
月

寅
日
の
生
ま
れ
で
、
そ
の
寅
日
が
庚
寅
に
あ
た
っ
て
い
た
。

翻
っ
て
、
文
徴
明
の
場
合
は
と
言
え
ば
、
庚
寅
の
年
の
生
ま

れ
な
の
で
あ
る
。
両
者
間
に
庚
寅
と
い
う
共
通
項
が
あ
る
に

は
違
い
な
い
が
、
そ
れ
は
さ
し
た
る
縁
で
は
な
い
。
そ
う
で

あ
る
に
拘
わ
ら
ず
、
文
徴
明
が
落
款
と
い
う
方
法
で
自
身
の

誕
生
を
屈
原
の
そ
れ
に
強
引
に
結
び
つ
け
た
行
為
は
、
〈
離

騒
〉
へ
の
妥
当
な
解
釈
を
歪
め
か
ね
な
い
云
々
、
と
。
か
く

し
て
、
以
下
、
本
文
の
半
ば
に
も
匹
敵
す
る
字
数
を
費
し
て

の
、
異
例
な
注
記
に
よ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。

○
且
使
屈
子
生
齢
庚
寅
・
・
…
・
壬
戊
之
歳
刻
印
「
維
庚
寅
吾

以
降
」
は
文
徴
明
の
一
種
の
栖
落
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
・

そ
れ
が
果
し
て
酒
落
だ
っ
た
と
し
て
、
も
ち
ろ
ん
自
身
に
好

都
合
な
臆
断
に
発
す
る
酒
落
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
否

定
で
き
な
い
。
そ
れ
は
そ
う
な
の
だ
が
、
顧
炎
武
が
こ
れ
を

容
認
し
て
笑
い
と
ば
せ
な
か
っ
た
、
な
い
し
は
無
視
し
さ
り

得
な
か
っ
た
所
に
、
彼
お
よ
び
い
わ
ゆ
る
清
代
考
証
学
者
の

通
性
た
る
生
真
面
目
さ
、
と
言
う
よ
り
も
寧
ろ
偏
狂
・
狭
量

が
潜
ん
で
い
る
、
と
言
っ
て
調
言
で
は
な
か
ろ
う
。

さ
て
、
す
べ
て
は
文
徴
明
の
臆
断
に
発
す
る
と
し
て
、
だ

が
今
そ
の
「
臆
断
」
に
従
う
と
し
よ
う
か
、
屈
原
の
生
年
は

す
な
わ
ち
周
の
頴
王
三
十
八
年
、
楚
の
威
王
の
十
一
年
、
キ

リ
ス
ト
紀
元
で
は
前
三
三
一
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か

ら
ば
楚
の
懐
王
が
楚
囚
と
し
て
秦
の
昭
王
に
幽
騨
さ
れ
、
つ

い
で
屈
原
そ
の
ひ
と
が
身
を
洞
羅
に
沈
め
た
壬
戊
の
年
は
、

す
な
わ
ち
周
の
報
王
十
六
年
（
紀
元
前
二
九
九
）
に
あ
た
り
、

時
に
屈
原
は
な
お
三
十
三
歳
の
壮
年
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

145

(８）

『日知録』抄註釈〔第二回〕



対
す
る
に
、
願
炎
武
が
言
う
「
寅
」
の
年
す
な
わ
ち
戊
寅

の
年
が
果
し
て
屈
原
の
生
年
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
周
の

願
王
二
十
六
年
（
紀
元
前
三
四
三
年
）
に
生
ま
れ
、
報
王
十
六

年
に
は
四
十
二
歳
の
齢
を
数
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

○
年
僅
三
十
有
三
、
何
以
云
、
老
奔
脅
其
縛
至
乎
〈
離
騒
〉

全
三
六
六
句
の
う
ち
の
第
六
五
・
六
六
句
「
老
骨
脅
其
将
至

今
、
恐
惰
名
之
不
立
（
Ⅱ
老
ひ
得
害
と
し
て
其
れ
将
に
至
ら
ん

と
し
て
、
修
名
の
立
た
ざ
ら
ん
こ
と
を
恐
る
）
」
は
、
改
め
て

言
い
出
す
ま
で
も
な
く
、
悲
愁
文
学
『
楚
誹
』
の
中
で
も
「
嘆

老
」
の
表
現
に
優
れ
る
場
と
し
て
名
高
い
箇
所
で
あ
る
。

そ
こ
の
所
を
見
越
し
て
か
否
か
は
知
ら
れ
、
願
炎
武
は
こ

う
畳
み
か
け
る
、
１
文
徴
明
の
所
説
の
よ
う
に
、
果
し
て

屈
原
が
折
し
も
三
十
三
歳
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
老
脅
脅

：
…
・
」
は
い
か
に
も
非
現
実
な
も
の
言
い
で
は
な
か
ろ
う
か
、

か
よ
う
な
嘆
老
の
言
辞
は
少
な
く
も
四
十
歳
を
越
え
た
年
輩

で
は
じ
め
て
可
能
な
の
で
な
い
か
、
と
。
だ
が
、
た
と
え
ば

王
逸
『
楚
辞
章
句
』
で
す
ら
、
こ
の
箇
所
に
「
七
十
日
老
。

脅
脅
行
貌
（
Ⅱ
七
十
歳
の
こ
と
を
老
と
い
う
。
得
得
と
い
う
の

は
、
其
方
向
へ
進
み
ゆ
く
情
態
の
こ
と
で
あ
る
）
」
と
注
し
て

い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
間
の
願
炎
武
の
議
論
た
る
や
、
偏
頗

な
感
情
論
の
域
を
出
て
い
な
い
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
ｌ
あ

る
い
は
、
屈
原
の
生
誕
日
時
に
つ
い
て
は
文
徴
明
が
示
し
た
よ

う
な
解
釈
（
？
）
が
一
般
的
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
う
し
て

願
炎
武
は
そ
の
よ
う
な
解
釈
（
？
）
に
対
し
て
猛
反
発
を
し
た
、

と
、
要
す
る
に
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
如
何
。

【
現
代
霞
訳
】

古
人
は
史
実
を
記
録
す
る
に
あ
た
っ
て
、
必
ず
や
日
の
前
に

月
を
、
月
の
前
に
時
（
季
節
）
を
、
時
の
前
に
年
を
明
記
し
た
。

こ
れ
が
、
『
春
秋
』
の
昔
か
ら
の
、
史
家
の
常
法
（
常
識
）
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
史
記
』
巻
六
十
六
の
伍
子
晋
伝
に
は

「
己
卯
の
日
に
楚
の
昭
王
が
出
奔
し
、
庚
辰
の
日
に
呉
王
（
間
間
）

が
楚
都
の
郭
に
進
駐
さ
れ
た
。
」
と
あ
る
の
な
ど
は
、
月
を
欠
い

て
日
だ
け
を
記
し
た
例
で
あ
り
、
ま
た
巻
八
十
六
の
刺
客
伝
に
、

「
四
月
丙
子
の
日
、
呉
の
公
子
（
姫
）
光
は
武
装
兵
士
を
地
下
室
に

潜
ま
せ
て
お
い
た
。
」
と
あ
る
の
は
、
年
を
欠
い
て
月
だ
け
を
記

し
た
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
史
家
に
と
っ
て
異
例
で
あ
る
。
が
、

右
の
二
件
は
、
そ
れ
ぞ
れ
巻
四
十
の
楚
世
家
お
よ
び
巻
三
十
一

の
呉
太
伯
世
家
で
前
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
所
か
ら
、
そ
れ
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で
月
お
よ
び
年
を
省
筆
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
「
史
家
之
常

法
」
は
『
史
記
』
全
体
の
な
か
で
遵
守
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
）

た
超

『
楚
辞
』
に
「
掻
提
孟
阪
に
貞
し
き
年
時
、
維
れ
庚
寅
に
吾

う
ま

れ
降
れ
た
り
。
」
の
句
が
あ
る
。
こ
こ
の
「
撮
提
」
と
い
う
の
は

年
歳
の
こ
と
で
あ
り
、
「
孟
阪
」
は
月
、
「
庚
寅
」
は
日
の
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
屈
原
は
寅
の
年
の
・
寅
の
月
の
・
寅
の
日
に

生
ま
れ
た
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
漢
の
王
逸
は
こ
の

こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
ｌ
太
歳
が
寅
の
方
角

に
在
る
の
を
撮
提
格
と
い
い
、
孟
は
始
め
の
意
、
正
月
は
阪
と

い
う
、
と
。
つ
ま
り
は
、
太
歳
が
寅
に
在
る
年
、
そ
の
年
の
正

月
で
あ
る
寅
の
月
、
そ
の
初
春
の
庚
寅
の
日
に
、
屈
原
は
そ
の

母
の
胎
内
よ
り
生
ま
れ
出
た
の
だ
、
と
王
逸
は
言
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
世
の
中
に
は
、
織
提
の
こ
と
を
星
の
名
だ
な
ど
と
言

う
輩
徒
が
い
る
。
た
と
え
ば
『
史
記
』
天
官
書
な
ど
が
そ
れ
で
、

「
北
斗
七
星
の
柄
杓
の
部
分
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
星
の
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
四
時
が
特
定
さ
れ
る
」
な
ど
と
言
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
（
漢
代
天
文
学
の
成
果
の
乱
用
で

あ
っ
て
）
間
違
い
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
自
身
の
家
系
や
出
生
の

こ
と
を
紹
介
し
て
お
き
な
が
ら
、
年
時
を
さ
て
お
い
て
月
日
の

こ
と
だ
け
を
言
う
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

【
古
語
訳
（
読
み
下
し
）
】

し
こ
の
か
た

『
春
秋
』
よ
り
以
て
下
、
紀
載
の
文
、
必
ず
や
日
を
以
て
月
に

繋
け
、
月
を
以
て
時
に
繋
け
、
時
を
以
て
年
に
繋
ぐ
。
此
れ
史

ミ
ン

〔
注
〕
前
明
の
長
洲
の
文
徴
明
待
詔
は
、
庚
寅
の
生
ま
れ
だ
と
い

う
の
で
、
「
維
庚
寅
吾
以
降
」
の
（
六
字
か
ら
な
る
）
印
章
を
彫

り
、
三
間
大
夫
屈
原
と
同
じ
干
支
の
生
ま
れ
だ
、
と
思
っ
て

居
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
屈
原

が
〈
離
騒
〉
の
な
か
で
「
庚
寅
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
そ
の

生
日
の
こ
と
だ
（
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
生
年
の
こ
と
で
は
な

か
っ
た
）
か
ら
で
あ
る
。
も
し
生
年
を
言
っ
た
の
だ
と
す
る
な

ら
、
〈
古
人
に
は
干
支
で
年
歳
を
言
う
習
憤
は
な
か
っ
た
〉
と

い
う
（
私
の
年
来
の
）
議
論
を
も
ち
だ
す
ま
で
も
な
い
。
屈
原

は
庚
寅
の
年
（
Ⅱ
周
の
顛
王
三
十
八
年
、
紀
元
前
三
三
一
年
）

に
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
楚
の
懐
王
が
秦
の
昭

王
の
策
略
に
か
か
っ
て
幽
閉
さ
れ
た
壬
戎
の
年
（
Ⅱ
周
の
報

王
十
六
年
、
紀
元
前
二
九
九
年
）
に
は
た
か
だ
か
三
十
路
を
越

え
て
三
歳
に
す
ぎ
な
い
。
（
そ
ん
な
弱
輩
が
）
「
老
い
は
脅
秤

と
し
て
其
れ
将
に
至
ら
ん
と
す
。
」
な
ど
と
果
し
て
言
う
だ
ろ

う
か
。
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家
の
常
法
な
り
。
『
史
記
』
伍
子
青
伝
に
、
「
己
卯
、
楚
の
昭
王

出
奔
し
、
庚
辰
、
呉
王
（
Ⅱ
間
間
）
郭
に
入
る
」
と
あ
る
は
、
則

ち
月
せ
ず
し
て
日
す
る
（
の
例
）
な
り
。
刺
客
伝
に
、
「
四
月
丙
子

光
甲
士
を
窟
室
中
に
伏
せ
し
む
」
と
あ
る
は
、
則
ち
年
せ
ず
し

て
月
す
る
（
の
例
）
に
し
て
、
（
と
も
に
）
史
家
の
変
例
な
り
。
蓋

し
、
二
事
す
で
に
呉
、
楚
の
二
世
家
に
見
え
し
が
故
に
其
の
文

省
く
に
従
ひ
た
る
の
み
な
ら
ん
。

た
鱈

『
楚
辞
』
に
、
「
掻
提
孟
阪
に
貞
し
う
し
て
、
維
れ
庚
寅
に

う
ま

吾
れ
降
れ
た
り
」
と
あ
り
。
「
撮
提
」
と
は
歳
な
り
、
「
孟
阪
」

と
は
月
な
り
。
「
庚
寅
」
と
は
日
な
り
。
屈
子
は
寅
年
・
寅
月
・

寅
日
を
以
て
生
れ
た
り
。
王
逸
が
『
章
句
』
に
日
く
、
「
太
歳
寅

に
在
る
を
、
織
提
格
と
日
ふ
。
孟
は
始
め
な
り
。
正
月
を
阪
と

い
ふ
と
こ
ろ
わ

為
す
。
言
は
、
己
れ
太
歳
の
寅
に
在
る
の
正
月
な
る
始
春
の
庚

寅
の
日
、
母
の
体
（
Ⅱ
胎
内
）
よ
り
下
り
て
生
る
」
と
是
れ
な
り
。

い
ば
ゆ
る

或
は
謂
ふ
、
織
提
星
の
名
な
り
、
と
。
天
官
書
の
所
謂
、

あ
た

斗
杓
の
指
す
所
に
直
り
以
て
時
節
を
建
つ
、
と
は
非
な
り
。
登

に
其
の
世
系
と
生
辰
と
を
自
述
す
る
に
、
乃
ち
年
を
言
は
ず
し

こ
と

て
、
止
だ
月
日
を
言
ふ
の
み
な
る
者
有
ら
ん
や
〔
哉
〕
。

長
洲
の
文
待
詔
徴
明
、
庚
寅
の
歳
に
生
れ
た
る
を
以
て
、

【
付
記
】大

橋
君
の
原
稿
を
預
か
っ
て
半
年
余
も
の
間
、
私
は
こ
れ

を
無
意
味
に
温
め
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
、
ま
ず
謝
罪

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
雑
務
に
追
わ
れ
た
の

は
事
実
だ
が
、
要
は
私
の
怠
惰
の
せ
い
で
あ
る
。
噺
塊
に
耐

え
な
い
。

改
め
て
、
史
料
を
か
き
集
め
て
読
み
返
し
て
み
る
と
、
こ

の
条
は
、
文
字
数
こ
そ
少
な
い
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
な
か

な
か
に
面
白
い
．
第
一
に
、
願
炎
武
と
い
う
男
の
喰
え
な
さ

を
嫌
と
い
う
ほ
ど
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。
第
二
に
、
春
秋
学
に

一
印
章
を
刻
し
て
日
く
、
維
れ
庚
寅
吾
れ
以
て
降
る
、
と
。

こ
こ
ろ

お
も

ひ
が
ご
と

意
に
屈
大
夫
と
同
年
た
り
と
謂
は
れ
し
は
、
非
な
り
。
屈
子

の
庚
寅
と
云
ひ
し
も
の
は
、
日
な
り
。
も
し
歳
を
以
て
言
は

ん
か
、
古
人
甲
子
を
以
て
歳
に
名
せ
ざ
り
き
、
に
論
無
し
。

且
つ
も
し
屈
子
庚
寅
（
の
歳
）
に
生
れ
な
ば
、
楚
の
懐
王
秦
に

執
へ
ら
れ
し
壬
戎
の
歳
に
至
り
て
は
、
年
僅
か
に
三
十
有
三

な
る
の
み
。
何
を
以
て
か
云
は
ん
、
老
ひ
脅
害
と
し
て
其
れ

将
に
至
ら
ん
と
し
、
と
。

（
担
当
大
橋
賢
一
）
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対
す
る
、
私
自
身
の
不
勉
強
を
、
顧
炎
武
の
喰
え
な
さ
以
上

に
、
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
に
、
大
橋
君
に
は
重
々

相
済
ま
ぬ
こ
と
な
が
ら
、
原
稿
に
大
胆
な
加
筆
削
除
を
施
す

は
め
に
な
っ
た
。
原
稿
提
出
の
締
切
は
と
っ
く
に
過
ぎ
て
い

る
に
拘
わ
ら
ず
、
容
易
に
は
調
べ
が
つ
か
な
く
て
、
ほ
と
ほ

と
情
け
な
い
思
い
を
し
た
こ
と
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
執
筆
者
名
を
「
輪
読
会
」
に
し
な
か
っ
た
（
正

確
に
は
、
で
き
な
か
っ
た
）
の
は
専
ら
紀
要
規
程
上
の
制
約
か

ら
で
あ
っ
て
、
本
稿
の
著
作
権
者
は
、
も
ち
ろ
ん
大
橋
賢
一

君
で
あ
る
。
（
宮
内
記
）
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